
核兵器不拡散条約（NPT）再検討会議の最終文書不採択に関する意見書 

 

核兵器不拡散条約（NPT）再検討会議が終結し、2015 年の前回の会議に引き続き、

最終文書が採択できない結果となりました。核兵器軍縮・不拡散体制の国際的な礎石

としての核兵器不拡散条約（NPT）が危機に瀕する深刻な結果は非常に残念であり、

世界の核兵器の軍縮・管理体制を深く憂慮します。 

また、この結果は１か月にわたる参加国による協議や歩みよりの努力を顧みず、ロシ

ア一国のみが反対したことが決裂の原因とされています。ロシアのこのような国際協調

の努力に反する態度は極めて遺憾であり、抗議します。ロシアは国際法違反のウクラ

イナへの侵略を即刻停止するとともに、ザポリージャ原発のウクライナ当局による管理

を保障し、NPTの核保有国としての責任を果たす姿勢を示すよう強く求めます。 

今回、このような結果となりましたが、「消極的安全保障」の重要性など、１９０にのぼ

る国や地域が共有した認識には意義があったと考えます。また、核保有国同士が軍備

管理条約の延長に向けた話し合いに一旦は合意しました。今回の努力を活かすこと

ができるよう、日本政府は、引き続き様々な場面で核軍縮・軍備管理体制の対話が継

続されるよう、国際社会の先頭に立って働きかけていくことを強く求めます。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出します。 


